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救命艇のフックに関するレビューと新認可基

準 
 
 
背景 
1986 年 7 月 1 日以降、救命艇には造船時に離脱フックを搭載することが義務付

けられましたが、これが原因で、 救命艇の訓練の最中に死亡や重傷につながる

ような多くの事故が発生しました。Gard は、フックの仕様の改善や問題解決に

取り組んでいます。 
 
2001 年、IMO（国際海事機関）は救命艇の負荷

離脱フックの安全性向上に向けて審議を開始しま

した。そして 2011 年 5 月に開催された IMO第 89
回海上安全委員会（MSC 89）において新たな要

求事項が追加されました。 
 
本サーキュラーの目的は、組合員やクライアント

の皆様に新たな要求事項と、期日までに行うべき

手順を確認していただくことです。 
 
 
離脱装置に関する新設要求事項 
離脱装置に関する新設要求事項は、IMOサーキュラー｢救命艇の離脱・回収装置

の評価および交換に関するガイドライン（MSC.1/Circ.1392）｣に定められました。

この新しい IMOの規定の中には｢負荷離脱｣という語は使用されず、その代わり

にフック本体とその動作機能を総称して｢離脱・回収装置｣という語が使用されて

います。全ての既存の離脱装置に対して、2013 年 7 月 1 日までにこの要求事項

を満たしているかについて検証・評価を行う必要があります。この過程で要求事

項を満たさないと判定された装置に関しては、2014 年 7 月 1 日以降最初の乾ド

ックまで（ただし、遅くとも 2019 年 7 月 1 日まで）に装置の改修または交換を

行わなければなりません。1974 年 SOLAS条約には第 III 章第 1.5 規則が新設され、

これは 2013 年 1 月 1 日に発効する予定です。また LSAコードは第 IV章の改正

が施行される予定です。 
 

既存の救命艇の評価プロセス 

MSC.1/Circ.1392 には、現在ある救命艇の離脱・回収装置の評価プロセスのフロ

ーチャートが定められており、最初のステップは製造業者による自己評価と設計

変更が可能か否か判断することです。製造業者は、自己評価の結果をその他の必

要な書類と併せて、旗国主管庁もしくは旗国から権限を委任された機関（通常船

級）に提出する必要があります。旗国主管庁による仕様の評価が良好であれば、

製造業者は、旗国主管庁の立ち会いの下、性能テストを行う必要があります。製

造業者がフック装置について認可を得られた場合、最終ステップとして、全ての

救命艇内において装置の検査が実施されます。このような｢総点検｣は、製造業者

によって 2014 年 7 月 1 日以降最初に予定されている乾ドックまでに行われなけ

ればなりません。MSC.1/Circ.1206/Rev.1「救命艇の事故防止手段」の附属書には、

以下のような記載があります。 
 
旗国主管庁は検証・評価において不合格となったフック装置について IMOへ報

告し、当該装置は搭載されている全ての救命艇において交換されなければならな

い。 
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船主はまず、所有下にある船舶に搭載されている救命艇について、フック装置の

型式を明確にした後、認可プロセスを確認するため救命艇の製造業者に連絡を取

ります。フック装置は必ずしも救命艇と同じ業者によって生産されたものではな

く、また同じ業者でも製造年によってフック装置の型式が違うこともあります。

｢型式｣とは、｢定格荷重、型およびモデルが同一である救命艇の離脱・回収装置

（したがって建造材料、設計または寸法の変更は、型式の変更を意味する。）｣

と MSC.1/Circ.1392に定義されています。この｢型式｣の定義を踏まえると、古い

フックの製造業者の中には、長年にわたって認識しているよりも多くの｢型式｣を

作っていたというところもあるはずです。 
 
 
勧告 
現在、多岐にわたるフック装置や、今後交換が必要となるフックの数について、

製造業者がどれだけ迅速に新たな認可を得られるかは明確にわかっていません。

認可プロセスを円滑に進めるために、組合員やクライアント各位におかれまして

は、遅延のないよう着手されることを推奨いたします。 
 
フックの交換が必要な場合には、新しいフックについていくつかの選択肢があり

ますが、船主が同じ型式のフック装置を所有下にある全ての船舶に搭載すれば、

船員にとって非常に有利となります。船員がよく訓練されている上に、操作する

フック装置の機能を十分に理解していれば、事故が発生するリスクがはるかに軽

減されるからです。 
 
既存の救命艇でフック装置を交換する際には、救命艇とフック本体の最初の｢型

式認可｣は無効となります。MSC.1/Circ. 1392では、｢規定に準拠していない救命

艇の離脱・回収装置の交換手順｣を示しています。規制機関は、新しいフックを

選択する場合、救命艇の製造業者と協力することが望ましいとしながらも、他の

業者に選択を依頼することも可としています。装置の交換には、旗国主管庁の認

可が必要です。これらの認可は多くの場合、船級協会が担うことになるでしょう。 
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